
   

日
本
海
・
九
州
西
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
八
十
五
号 

   

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

有
明
海
に
お
け
る
が
ざ
み
の
採
捕
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。 

  

令
和
八
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 

日
本
海
・
九
州
西
広
域
漁
業
調
整
委
員
会 

 
 

 

会
長 

田 

中 

栄 

次 

 
 

 
 

 

日
本
海
・
九
州
西
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
に
よ
る
有
明
海
が
ざ
み
た
も
網
そ
の
他
す
く
い
網
の

採
捕
禁
止
期
間
に
係
る
委
員
会
指
示 

  １ 

指
示
の
内
容 

有
明
海
及
び
八
代
海
等
を
再
生
す
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律

第
百
二
十
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
明
海
に
お
い
て
、
令
和
八
年
六
月
一
日
か
ら
同

年
六
月
十
五
日
ま
で
の
間
は
、
た
も
網
そ
の
他
の
す
く
い
網
に
よ
り
が
ざ
み
を
採
捕
し
て
は
な

ら
な
い
。 

 

２ 

指
示
の
有
効
期
間 

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す

る
。 

 


